
官民連携検討の経過

資料３

第１回糸魚川市ガス上下水道事業官民連携あり方検討委員会
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１ これまでの検討概要

これまでの官民連携検討の経過

平成31年 ３月 糸魚川市ガス事業、水道事業、簡易水道事業における経営戦略の策定
・サービスの維持向上と事業の継続を目的とした民間委託の検討

令和３年 ３月 糸魚川市下水道事業経営戦略の改定
・令和７年度に汚水処理場運転管理や包括的民間委託の実施
・ガス水道事業と連携した料金収納や窓口対応業務などの民間委託推進

令和４年 １月 令和３年度補正予算 民間資金等活用事業調査費補助金（内閣府）へ応募
・具体的な官民連携導入の可能性検討を行うため、補助へ応募

４月～ 官民連携事業導入に向けた検討
・現状把握や課題の整理
・課題を踏まえた解決手法（事業方式）の検討
・民間事業者の意向調査
・財政効果（VFM）の検討 など

令和５年 ２月 令和５年度 下水道事業のPPP/PFIの案件形成に関する方策検討」のための
モデル都市事業（国土交通省）へ応募

４月～ 官民連携事業導入に向けた検討
・詳細な事業方式の検討
・事業情報の整理
・民間事業者の意向調査
・あり方検討委員会の開催 など
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①技術者の確保・技術継承 ②長期的な収益減少 ③管路・施設の維持管理
④４事業一体での

市民サービス提供

• 職員の多くが50代であり、

職員確保や次世代の育成が

喫緊の課題である。

• ガス主任技術者等、有資格

者の確保が課題である。

• 人口減少に伴う長期的な収

益減少が見込まれる。

• 広い区域に点在する管路・

施設の維持管理、トラブル

対応に苦慮している。

• 現状では、４事業一体での

市民サービスを提供してお

り、引き続きのサービス維

持が望まれる。

• エネルギー競争を踏まえた

営業力強化が必要。

２ 現状と課題の分析

ア 現状と課題

イ 課題解決策

①技術者の確保と

技術継承の仕組みづくり
②コスト縮減 ③維持管理の効率化・高度化 ④市民サービスの維持・向上

• 民間による事業運営の補完

体制や人材育成体制を構築

する。

• ４事業一体での事業発注や

委託事業範囲の拡大を行う

ことにより、コスト縮減効

果の維持を図る。

• 民間のノウハウや先進技術

の活用により、維持管理の

効率化・高度化を図る。

• ４事業一体で事業発注を行

うことにより、市民サービ

ス提供の維持を図り、ガス

事業における新たな料金メ

ニュー設定などでサービス

向上を図る。

これまでの官民連携検討の経過
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事業
方式１

包括委託

方式２

公共施設等運営事業＋包括委託

方式３

事業譲渡＋包括委託

ガス

包括委託

公共施設等運営事業
事業譲渡

下水道

包括委託水道

簡易水道
包括委託

※いずれの方式も、４事業一体で事業発注を行うことを前提とする。

包括委託 公共施設等運営事業 事業譲渡

概要
複数の業務を包括的に委託
する。

公共が施設を所有しながら
施設を民間が運営する。

事業の全体を民間へ有償譲
渡する。

【参考】官民連携手法の概要

これまでの官民連携検討の経過

３ 選定した事業方式



4.15 5.00 13.300.004.155.0013.30

39

方式１ 包括委託

●ガス事業、下水道事業、水道・簡易水道事業（包括委託）

・４事業の業務を包括的に委託するもので、民間事業者から利用者へサービス提供を行い、市が料金を収受する。

糸魚川市

ガス事業 下水道事業 水道・簡易水道事業

下水道利用者 水道・簡易水道利用者ガス利用者

民間事業者

料金 使用料 料金

サービス提供

委託 委託 委託

サービス提供 サービス提供

これまでの官民連携検討の経過

４ 事業方式の内容 事業期間 10年

料金収受 市：ガス・水道・簡易水道・下水道
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方式２ 公共施設等運営事業＋包括委託

●ガス事業、下水道事業（公共施設等運営事業）

・民間事業者に公共施設等の運営権を設定し、市と民間事業者との契約の範囲内で利用者へのサービス提供を行い、民間事業者
が料金を収受する。

●水道・簡易水道事業（包括委託）

・業務を包括的に委託するもので、民間事業者から利用者へサービス提供を行い、市が料金を収受する。

糸魚川市

民間事業者

料金 使用料

料金料金の一部
使用料の

一部

ガス事業 下水道事業 水道・簡易水道事業

委託運営権設定 運営権設定

下水道利用者 水道・簡易水道利用者ガス利用者

サービス提供 サービス提供 サービス提供

これまでの官民連携検討の経過

４ 事業方式の内容
事業期間 公共施設等運営事業：20年

包括委託 ：10年

料金収受 民：ガス・下水道(一部は市)
市：水道・簡易水道
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方式３ 事業譲渡＋包括委託

糸魚川市

ガス事業 下水道事業 水道・簡易水道事業

下水道利用者 水道・簡易水道利用者ガス利用者

民間事業者

料金

料金

事業譲渡 委託

使用料

委託

サービス提供サービス提供サービス提供

これまでの官民連携検討の経過

４ 事業方式の内容

●ガス事業（事業譲渡）

・民間事業者へ事業譲渡し民営事業となるため、民間事業者が利用者へサービス提供を行い、民間事業者が料金を収受する。

●下水道事業、水道・簡易水道事業（包括委託）

・業務を包括的に委託するもので、民間事業者から利用者へサービス提供を行い、市が料金を収受する。

事業期間 事業譲渡：無期限
包括委託：10年

料金収受 民：ガス
市：水道・簡易水道・下水道
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５ 事業方式の評価

※「〇」・・・改善が期待できる 「△」・・・懸念点

これまでの官民連携検討の経過

評価の視点
方式１ 方式２ 方式３

包括委託 公共施設等運営事業＋包括 事業譲渡＋包括

技術継承

○ 民間委託を通じた人材確保が可能 ○ 民間委託を通じた人材確保が可能 ○ 民間委託を通じた人材確保が可能

△ 市側の技術体制の維持策が必要 △ 市側の技術体制の維持策が必要 △ 市側の技術体制の維持策が必要
（ガス事業を除く）

コスト縮減効果
○ 財政効果が一定程度見込まれる ○ 財政効果が一定程度見込まれる ○ 財政効果が一定程度見込まれる

維持管理の

効率化・高度化

○ 長期の事業期間のため、先進技術の
導入が期待できる

○ 長期の事業期間のため、先進技術の
導入が期待できる

○ 長期の事業方式のため、民間による
先進技術の導入が期待できる

市民サービスの

維持・向上

○ ４事業一体でのサービス提供・窓口共
通化を維持できる

○ ４事業一体でのサービス提供・窓口共
通化を維持できる

○ ４事業一体でのサービス提供・窓口共
通化を維持できる

○ 民間による新料金メニュー、サービス
開発が期待できる（ガス事業）

○ 民間による新料金メニュー、サービス
開発が期待できる（ガス事業）

△ ガス料金に市が関与できない
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主な業務分担

現行
方式①

包括委託

方式②
公共施設等運営事業＋

包括委託

方式③
事業譲渡＋包括委託

ガス 下水道
水道

簡易水道
ガス 下水道

水道
簡易水道

ガス 下水道
水道

簡易水道
ガス 下水道

水道
簡易水道

- - - 包括 公共施設等運営 包括 譲渡 包括

日常
業務

施設 運転維持管理・修繕 監視 運転管理 点検

管路 維持管理・修繕 点検 点検・清掃

窓口・検針・料金徴収 検針

災害対応 現場対応 現場対応 現場対応

更新
業務

施設 設計・工事 設計

管路 設計・工事 設計 設計 設計 設計

整備計画策定 計画策定支援 計画策定支援 計画策定支援

管理
業務

経理事務 経理事務支援 経理事務支援 経理事務支援

契約事務

経営
計画

経営(料金決定) 料金上限は市が設定

長期計画策定 計画策定支援 計画策定支援 計画策定支援

ガス
小売

ガス料金メニュー設定・
顧客開拓

顧客開拓

凡例： 市が実施 民間が一部実施 民間が実施 民間へ譲渡

これまでの官民連携検討の経過

６ 業務対象範囲の検討

各事業方式で想定される業務対象範囲の検討を行った。
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官民共同出資会社

イ
メ
ー
ジ
図

民間会社

糸魚川市
官民共同
出資会社ガス・水道・

簡水・下水道

お客さま

料金

サービス
提供

民間事業者

出資・
派遣

出資・派遣

委託契約

委託料

糸魚川市

ガス・水道・
簡水・下水道

お客さま

料金

サービス
提供

民間事業者

委託契約

委託料

会社への
関与

市は出資しないので、株主としての権利は行使できない。 一定以上の出資を行うことで、会社の解散や定款変更など
の重要事項について、市が株主として関与(拒否)できる。

職員派遣
市からの職員派遣はできない。次期委託で民間企業が変
わるとそれまでの技術が継承されない可能性がある。

市、民間企業双方から職員派遣ができるので、双方の知見
を継承可能

手続面
通常の事業者選定により実施可能 市による出資、条例改正などが必要となる。

特徴

これまでの官民連携検討の経過

７ 官民共同出資会社の検討

官民連携を導入する場合、広範囲の業務を民間事業者に一体的に委託することになるため、市

側の業務への関与が少なくなり技術力の低下が懸念される。市側の技術力の維持策として、官民

共同出資会社を導入する。
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・双方の出向者が協業することで、市側の市内事業特性などの知見や民間側の先進技術などの知見の両方
が官民共同出資会社に継承できる。
・将来的には、業務未経験の市職員も派遣により現場での技術習得ができる。
・地域において必要な技術者を確保・育成することで、災害時応急体制の向上が期待できる。

官民共同出資会社

糸
魚
川
市

民
間
事
業
者

ガス・水道・下水道の
知見を踏まえた体制

市内事業特性の
熟知

地元企業との関係性

先進技術の活用によ
る効率化・高度化

営業ノウハウ
（他エネルギー等との

一体サービス）

職員派遣 職員派遣

公益性を踏まえた
事業運営

プロパー採用

業務発注

地域経済

新規事業の提案

相乗効果が
期待できる

これまでの官民連携検討の経過

８ 官民共同出資会社の効果
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PPP/PFI推進アクションプランの改定（令和５年度改定版）

（参考）国におけるPPP/PFIの動向

出典：内閣府「PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）概要」

政府は、令和５年６月２日に決定した「PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年度改定版）」で、新たに重点分野
において10年間で具体化を狙う事業件数10年ターゲットを設定し、ウォーターPPP等、多様な官民連携方式の
導入等により案件形成の裾野拡大と加速化を強力に推進することとしている。
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PPP/PFI推進アクションプランの改定（令和５年度改定版）

（参考）国におけるPPP/PFIの動向

出典：内閣府「PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）概要」
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PPP/PFI推進アクションプランの改定（令和５年度改定版）

（参考）国におけるPPP/PFIの動向

出典：内閣府「PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）概要」


